
※質の高い住宅は、以下のいずれかの住宅
①耐震性の高い住宅
②省エネ性の高い住宅
③バリアフリー性の高い住宅

※質の高い住宅以外の一般住宅については、
上記非課税枠から500万円を差し引いた額。

消費税率引上げ

住宅ローン減税
（H25税制改正：H26.4～）

すまい給付金
（H25.10閣議決定：H26.4～）

贈与税非課税措置
（H27税制改正：H27.1～）

給付額：最大30万円
（収入額の目安510万円以下）

3,000万円

1,500万円

１年間

1,200万円

９ヶ月間

1,200万円

１年間
1,000万円
１年間

800万円
９ヶ月間

1,200万円
２年６ヶ月間

1,200万円
２年６ヶ月間

【凡例】
10％が適用される者

上記以外の者

2019.４.1
（H31）

2020.４.1
（H32）

2021.４.1
（H33）

2021.12.31
（H33）

2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 2021（H33）

1041104 7 17 4 7 10 1 4 7 101

給付額：最大50万円（収入額の目安775万円以下）まで拡充

贈与税非課税措置

の非課税枠

（質の高い住宅※）

▼

（4月1日）

経過措置指定日

（指定日の前日が
８％適用期限）

▼

（10月1日）

税率引き上げ

（１０％）

控除対象借入限度額：長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円、一般住宅4,000万円
※拡充前：長期優良住宅・低炭素住宅3,000万円、一般住宅2,000万円

非課税枠：質の高い住宅は最大3,000万円（一般の住宅は2,500万円）まで拡充（下図参考）
非課税枠：質の高い住宅は
1,200万円（一般の住宅は700万円）

（下図参考）

※2019年4月1日から9月30日までに契約した場合、引渡しが2019年10月1日以後であれば拡充措置が適用

消費税率引上げに係る住宅対策について
   別紙2
 


